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自分は大丈夫と思っていませんか？
町内で悪質商法が発生しています

困ったときはあきらめないで、早めに相談をしてください。

〇町内で悪質な訪問販売、展示催眠商法により被害者がでています。
〇悪質商法は、いろいろな手口であなたに近づいてきます。
〇特に次のようなことで困っていませんか？あなたの家族や知り合いなどはどうですか？

SF(催眠)商法
無料で日用品を配り、熱狂的な雰囲気
を作り上げ最終的に高額な商品を売り
つける商法

布団・健康器具・健康食品など

疑わしい業者が来たら
・会場には行かない。
・自宅や敷地を、会場として貸さない。

もし会場に行ってしまったら
・「必要ない」「いりません」など、はっきりと断る。
・契約は「家族と相談してから」と言い、その場で決めず、
　ハンコや母印を押さない。

Q　クーリング・オフってなに？
　訪問販売や電話勧誘等で契約した場合、８日以内であれば一方的に解除(無条件解
約)出来る制度です。クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。

Q　クーリング・オフすると、代金はどうなるの？
　①損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
　②支払済みの代金は全額返金されます。
　③商品を受け取っている場合など、販売業者負担で商品を引き取ってもらえます。

Q　手続きはどうするの？
　必ず書面で販売会社に通知します。
　電話や口頭でクーリング・オフを申し出ますと、後で「聞いていない」など、トラブ
ルの原因となります。
　はがきを書いたら両面コピーをとったうえで、配達記録郵便や簡易書留のような証
拠の残る方法で送付し、「受領証」を保管しておきます。
　契約金額が高額であるなど、契約内容によって、内容証明郵便の方が確実です。
　クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知しましょう。

契約した後でも必要ないものは、「クーリング・オフ」できます

相談
窓口

・秋田県生活センター ０１８－８３５－０９９９
・県仙北地域振興局　総務課企画部 ０１８７－６３－５１１４
・大仙警察署　住民安全相談所 ０１８７－６３－３３５５
・役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班 ０１８７－８４－４９０３

a

「日用品を無料でもらうだけだから、自分は大丈夫」
　ＳＦ（催眠）商法の業者は、あなたのそんな考えに
付け込む方法を知っています。
　タダほど高い物はありません。被害にあわないよ
うに気を付けましょう。

【はがきの記載例】
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ごみ収集作業中のごみから出火しました
カセットコンロのガス缶やスプレー缶には、必ず穴を開けてから出しましょう

役場（千畑庁舎）住民生活課　環境安全班　10187－84－4903問い
合わせ

　４月26日午後５時ころ、美郷町内で燃えないごみを収集していたごみ収集車から“出火する事故”が発生し
ました。
　消防、警察で現場を検証した結果、燃えたごみの部分から、カセットコンロのガス缶が穴の開いていない
状態で見つかりました。同日、大仙市でも同じ事故が発生しています。
　カセットコンロのガス缶やスプレー缶には、必ず穴を開けてから出しましょう。
※穴は、キリや千枚通し、その他ドライバー等の先のとがったもので簡単に開けることができます。

▲燃えた付近から穴が開いていないスプレー缶が見つかりました ▲消防、警察が出動し一時騒然となった現場

美郷を「知る」「見る」「感じる」

“美郷フェスタ2006”開催日決定！
ことしは千畑地区を会場に

10月28日（土）・29日（日）に開催します

　10月28日・29日の２日間にわたり、千畑地区を会場に“美郷フェスタ2006”を開催します。ことしも盛りだ
くさんの内容を予定していますのでご期待ください。
　なお、イベント内容や農産展の出品規格などの詳細については、後日、広報美郷やお知らせ版でお知らせ
します。

役場（仙南庁舎）農政課　農政班　10187－84－4908
問い
合わせ

すべての住宅に火災警報器の設置が必要となりました

　消防法の改正により、平成18年６月１日から新築住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。既存住
宅についても平成23年５月31日までの設置が必要となります。
　住宅用火災警報器とは、火災による熱や煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し警報音や音声で知ら
せてくれるものです。ご不明な点は下記の相談窓口にご相談ください。

※住宅用火災警報器の設置義務化に便乗し、悪質な訪問販売や点検を行う業者が多発するおそれがあります。
　消防職員が訪問販売をすることは一切ありませんでの、十分にご注意ください。

大曲仙北広域市町村圏組合　消防本部予防課　　10187－63－0316
　　　　　　　　　　　　　大曲消防署南分署　10187－87－8119
住宅用火災警報器相談室（フリーダイヤル）　　　10120－565－911

問い
合わせ


